
◆日 時：平成26年11月26日（水） 13：30～15：30 

◆場 所：高知大学 メディアホール 

     （朝倉キャンパス メディアの森6階） 

◆講 演：『社会で必ず、すぐに役立つ、知的財産の“いろは”』 

◆講 師：大西  浩之 弁理士（眞久特許事務所 副所長） 

◆対 象：学生、教職員、企業 

 

★引き続き、希望者には『発明相談』を実施します。 

 15：45～（1案件15分程度） 

◆申込方法： kt05@kochi-u.ac.jp  へメールで前日までに 

      お申込みください。 
※所属（学部、企業名等）、氏名、発明相談希望有無をご記入ください。 

 
 

 

 

 

 

 

今や、技術、デザイン、 
  ブランド、文芸を守って育てる時代！  
これらの知的財産を、 
  ほったらかしにしていては、もったいない！  
 
 これから就職する学生の皆さん、特許出願を 
 お考えの教職員の皆さん、技術やブランドで 
 攻めたい企業の皆さん。そんな方々のための 
 知的財産を、わかりやすく説明します。 

問合せ先：高知大学地域連携推進センター 知的財産部門 

       TEL 088-844-8418   FAX 088-844-8556 

 


